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期間の計算は、最初と最後の日を入れて間違いなく計算して下さい。例えば、6月13日から6月19日までは、7日間となります。
本人及び事業主、医師記載欄の押印はいりません。

※
<資格喪失(退職)者の場合>現在加入の健康保険証(写)を毎回添付してください。

被保険者等の記号番号に代えてﾏｲﾅﾝﾊﾞｰにより申請する場合は、備考欄へ記載してください。

※ この請求書は必ず､事業所担当部署を経由して、健康保険組合へ提出して下さい。
　　毎月20日締切、翌月給与で給付します｡

　
※被保険者等の記号番号を記入した場合は、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの記入は不要です。

被
　
　
保
　
　
険
　
　
者
　
　
記
　
　
入
　
　
欄

傷　　病　　名
発 病 ま た は
負傷の年月日

平成
令和

年 月 日

被保険者等
記号・番号

記号 番号
被保険者
の住所

被保険者の資格
を 取 得 し た 日

昭和  ・  平成  ・  令和 年

受　付　日　付　印 15

令和 年 月 日 提出日
①

事  業  所

被保険者の
業務の種別

令和

所　属
被保険者
の氏名

備考欄

12
口座名義(カタカナ) 13

銀行ｺｰﾄﾞ 支店ｺｰﾄﾞ
【任意継続被保険者及び資格喪失(退職)者への注意事項】

任意継続
被保険者

または
資格喪失者

の場合

「はい」
の

場合

振
込
希
望
先

銀行・農協
信金・信組

支店
本店

普通・当座

口座番号(記号・番号)

【共通する注意事項】

14 1ヶ月ごとに請求してください

円

受給原因となった傷病名

受給開始日 令和

「はい」「請求中(手続き完了後)」の方は、証書或いは決定通知書、振込通知書いずれかの写しを添付してください。
令和　　　　　　年　　　　　月　　　　日 ま で

⑮

㉘ うえの ㉕ の期間
中に入院した期
間がある場合は
そ　 の　 期　 間

令和　　　　　　年　　　　　月　　　　日 か ら

　・雇用保険を受給する場合は、傷病手当金は受給することができません。 ㉜ 電　話

　・傷病手当金請求を行う場合は、雇用保険受給期間延長手続きを行い「雇用保険受給期間延長届」の写しを提出してください。

年 月 日
老齢年金等の

公的年金を受給
していますか 受給額(年額) 円

受給開始日

正
し
い
内
容
と
証
明
者
の
氏
名

（
サ
イ
ン

)

を
ご
記
入
く
だ
さ
い

。

 
ご
記
入
い
た
だ
い
た
内
容
を
訂
正
す
る
場
合
は

、
訂
正
箇
所
を
二
重
線
で
抹
消
し

、

安
静
度

、
赤
沈
値

、
理
学
的
所
見
な
ど
も
記
載
し
て
下
さ
い

。

術
の
名
称
と
手
術
の
年
月
日
を

、
ま
た
結
核
性
疾
病
に
つ
い
て
は

、
検
痰
成
績

、

 
㉗
の
欄
は

、
な
る
べ
く
詳
し
く
記
載
し
て
下
さ
い

。
特
に

、
手
術
し
た
場
合
は
手

健　保　・　自　費　・　公　費

上　記　の　と　お　り　相　違　あ　り　ま　せ　ん　。

⑭
障害厚生年金又は
障害手当金を受給
していますか。

いいえ

はい

請求中

「はい」
の

場合

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日　　
医療機関及び

担当医師

日  か ら
の分として

日間 

㉙

入 院　の
費用の別

日 受給額(年額)

年 月
日間

傷病が第三者の行為に
よるものであるか否か

医師への
注意事項

令和　　　　　　年　　　　　月　　　　日 ま で

令和　　　　　　年　　　　　月　　　　日 か ら
日間

㉖
左の期間
中の診療
実　日　数

よ
る
療
養
を
始
め
た
日
を
記
載
し
て
下
さ
い

。

　
㉔
の
欄
は

、
初
診
日
を
記
載
す
る
の
で
な
く

、
そ
の
傷
病
に
つ
い
て
健
康
保
険
に

令和 年 月 日  ま で

ある・ない
発 病 の 状 態
ま た は負傷の
原 因 を 詳 し く

月 日

㉚ 住　所

「はい」「請求中(手続き完了後)」の方は、証書或いは決定通知書、振込通知書いずれかの写しを添付してください。
㉛ 氏　名

⑮-2 　雇用保険失業給付について

㉕
労　務　不　能　と
認　め　た　期　間

㉗

年 月

⑮-1 いいえ

はい

請求中

疾病または負傷の
療養をするために
休んだ期間

令和

令和　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　

日間 

氏 名

療
養
を
担
当
し
た
医
師
の
意
見
欄

⑳
傷　　病　　名

療養の給付を
開始した年月日

平 ・ 令　　  　　年 　　　　月 　　　　日
㉓

発　病　ま　た　は
負　傷　の　年　月　日

平 ・ 令　　 　　年　　　　月　　　　日
㉔

㉒

㉑
傷病が結核性
であるか否か

結　核　性　・　非 結 核 性

傷 病 の 主 状 態
お よ び 経 過 概 要

（　　　月　　日支払）
　
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
傷
病
手
当
金
の
支
給
決
定
を
行
う
に
あ
た
り

、
健
康
保
険
組
合
が
必
要
に
応
じ
医
療
機
関
等
に
対
し
て
照
会
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す

。

　
※
印
の
欄
に
は

、
記
入
し
な
い
で
下
さ
い

。

い
ず
れ
か
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。

 
傷
病
手
当
金
の
対
象
傷
病
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
・
障
害
手
当
金

、
又
は
退
職
に
よ
る
老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
証
書
・
決
定
通
知
書
・
振
込
通
知
書
の

を
こ
の
請
求
書
に
添
付
し
て
下
さ
い

。

　
傷
病
が
第
三
者
に
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

、
別
に

「
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
届

」

令和　　　年　　　月　　　日 か ら
令和　　　年　　　月　　　日 ま で

 は欠勤の為、無給
（飛び石で欠勤の場合は勤務表を

添付して下さい）

　※　健 保 記 入 欄
傷病手当金
支給開始日

　　　　年　　　　月　　　　日
資
格

取　得
年月日

　　　　年　　　　月　　　　日

支 給 額

⑱
住　所

　(任意継続保険者又は資格喪失者の場合は、健康保険組合へ直接提出して下さい。）

傷　病　手　当　金　請　求　書
※　　第一回目請求時は、勤務整理表を添付して下さい。

上 記 の と お り 相 違 な い こ と を 証 明 し ま す。

5
⑰ ｱ

全部支給した場合
令和　　　年　　　月　　　日 か ら
令和　　　年　　　月　　　日 ま で

の分として
金　　　  　　　　　　円 （　　　月　　日支払）

内
容
と
証
明
者
の
氏
名

（
サ
イ
ン

)

を
ご
記
入
く
だ
さ
い

。

 
ご
記
入
い
た
だ
い
た
内
容
を
訂
正
す
る
場
合
は

、
訂
正
箇
所
を
二
重
線
で
抹
消
し
正
し
い

　
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
後
の
期
間
に
か
か
る
請
求
で
あ
る
と
き
は

、
事
業
主
の

　
請
求
月
で
一
部
年
暇
等
で
給
与
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は

、
㋑
　
に
記
入
し
て
下
さ
い

。

下
さ
い

。

　
第
一
回
目
請
求
時
は
⑯
に
は
休
み
始
め
た
日
に
ち
か
ら
請
求
月
最
終
日
ま
で
を
記
入
し
て

うえの
期間中
の分と
して支
払う報
酬関係

（ｱ～ｳの
該当す
るもの
に○）

ｲ 令和　　　年　　　月　　　日 か ら
令和　　　年　　　月　　　日 ま で

の分として

一部支給した場合
金　　　  　　　　　　円

欠勤の為、無給

備　　　　考

発　病　ま　た　は
負　傷　の　原　因

　令和　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日 か ら
日間

事業主への
注意事項

　令和　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　日 ま で

被保険者
への

注意事項

8 7 6
証
明
を
要
し
ま
せ
ん

。

常務理事 事 務 長 担 当 者

事
　
　
業
　
　
主
　
　
記
　
　
入
　
　
欄

⑯
労務に服さなかった期間

喪　失
年月日

　　　　年　　　　月　　　　日
ｳ 全額不支給の場合

円 
標準報酬
日　　　額

円 

健康保険


